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衆
議
院
議
員
北
川
れ
ん
子
君
提
出
国
民
の
保
護
と
自
衛
隊
員
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

自
衛
官
の
職
務
の
遂
行
に
当
た
っ
て
は
、
捕
虜
の
待
遇
に
関
す
る
千
九
百
四
十
九
年
八
月
十
二
日
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約

（
昭
和
二
十
八
年
条
約
第
二
十
五
号
。
以
下
「
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
第
三
条
約
」
と
い
う
。
）
等
の
国
際
人
道
法
に
関
す
る
知
識
を

有
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
自
衛
官
並
び
に
防
衛
大
学
校
及
び
防
衛
医
科
大
学
校
に
お
い
て
幹
部
自
衛
官
と

な
る
た
め
に
教
育
訓
練
を
受
け
て
い
る
学
生
（
以
下
「
学
生
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
第
三
条
約
等
の
国
際
人

道
法
に
規
定
す
る
捕
虜
の
待
遇
に
つ
い
て
必
要
な
教
育
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
お
尋
ね
の
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
教

育
計
画
）
、
時
間
数
、
内
容
、
進
め
方
（
教
育
実
施
要
領
）
等
に
つ
い
て
は
、
別
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

武
力
攻
撃
事
態
等
（
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
我
が
国
の
平
和
と
独
立
並
び
に
国
及
び
国
民
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る

法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
一
条
の
武
力
攻
撃
事
態
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
は
、
武
力
攻
撃

か
ら
国
民
の
生
命
、
身
体
及
び
財
産
を
保
護
す
る
た
め
の
避
難
等
の
措
置
並
び
に
武
力
攻
撃
を
排
除
す
る
た
め
に
必
要
な
自

衛
隊
が
実
施
す
る
武
力
の
行
使
、
部
隊
等
の
展
開
そ
の
他
の
行
動
が
、
適
切
か
つ
効
果
的
に
実
施
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
こ

一



の
よ
う
な
考
え
方
に
立
ち
、
こ
れ
ら
の
措
置
や
行
動
を
調
整
す
る
た
め
の
必
要
な
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
る
よ
う
個
別
法
制
を
検

討
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
基
準
」
の
意
味
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第

七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
自
衛
隊
が
防
衛
出
動
を
命
ぜ
ら
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
当
該
自
衛
隊
の
用
に
供
す
る
物

資
、
施
設
、
役
務
等
に
つ
い
て
は
、
平
素
と
同
様
、
契
約
等
に
よ
り
調
達
す
る
こ
と
が
基
本
で
あ
り
、
同
法
第
百
三
条
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
実
施
す
る
場
合
に
限
り
、
物
資
を
使
用
若
し
く
は
収
用
し
、
施
設
を
管
理
し
、
又
は
医
療
等
を
業
と

す
る
者
に
対
し
て
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

今
後
整
備
さ
れ
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
法
制
に
お
い
て
は
、
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
い
て
、
都
道
府
県
に
都
道
府
県
国

民
保
護
対
策
本
部
を
設
置
し
、
都
道
府
県
知
事
で
あ
る
対
策
本
部
長
に
、
当
該
都
道
府
県
の
地
域
に
お
い
て
都
道
府
県
（
警

察
を
含
む
。
）
、
市
町
村
（
消
防
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、
指
定
公
共
機
関
等
の
行
う
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
を
総

合
調
整
す
る
権
限
を
与
え
、
当
該
都
道
府
県
の
地
域
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
を
総
合
的
に
推
進
す
る
こ
と
が

二



で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
。

ま
た
、
市
町
村
に
つ
い
て
は
、
避
難
住
民
の
誘
導
、
応
急
措
置
の
実
施
等
の
市
町
村
の
活
動
を
警
察
及
び
海
上
保
安
庁
並

び
に
自
衛
隊
が
補
完
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
。
特
に
、
関
係
機
関
の
連
携
が
必
要
な
避
難
住
民
の
誘
導
に
当
た
っ
て
は
、

市
町
村
長
を
中
心
に
、
各
機
関
と
の
間
で
必
要
な
調
整
を
行
う
仕
組
み
を
設
け
る
こ
と
を
検
討
し
て
い
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
い
て
、
自
衛
隊
は
、
避
難
住
民
の
誘
導
、
応
急
措
置
の
実
施
等
の
市
町
村
の
活
動
を
補
完
す
る
こ

と
か
ら
、
自
衛
官
の
職
務
の
遂
行
に
当
た
っ
て
は
、
今
後
整
備
さ
れ
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
法
制
に
関
す
る
知
識
を
有
す

る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
り
、
お
尋
ね
の
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
に
つ
い
て
は
、
今
後
整
備
さ
れ
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
法
制

の
内
容
に
則
し
て
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。

二
の
�
に
つ
い
て

今
後
整
備
さ
れ
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
法
制
に
お
い
て
は
、
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
い
て
、
市
町
村
が
行
う
避
難
住
民

の
誘
導
等
の
対
処
措
置
の
実
施
に
際
し
、
自
衛
隊
が
こ
れ
を
補
完
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
自
衛
隊
が

行
う
活
動
の
具
体
的
な
要
領
及
び
こ
れ
に
つ
い
て
国
民
の
理
解
を
得
る
た
め
の
措
置
の
必
要
性
に
つ
い
て
は
、
今
後
検
討
し

三



て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

二
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

自
衛
隊
員
は
、
法
令
に
従
い
、
誠
実
に
そ
の
職
務
を
遂
行
す
る
義
務
を
負
っ
て
お
り
、
憲
法
及
び
一
に
つ
い
て
で
述
べ
た

よ
う
な
国
際
人
道
法
を
理
解
す
る
た
め
の
教
育
も
受
け
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、「
国
際
人
道
法
や
憲
法
に
明
ら
か
に
反
す
る
」

命
令
を
発
す
る
こ
と
は
お
よ
そ
想
定
し
難
い
が
、
一
般
論
と
し
て
申
し
上
げ
れ
ば
、
当
該
職
務
上
の
命
令
が
憲
法
や
国
際
人

道
法
に
反
し
無
効
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
命
令
を
受
け
た
自
衛
隊
員
は
、
こ
れ
に
従
う
義
務
は
な
い
と
考
え
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
上
官
の
命
令
へ
の
当
該
自
衛
隊
員
の
不
服
従
の
態
様
に
よ
り
異
な
る
が
、
一
般
論
と
し
て
申
し
上

げ
れ
ば
、
当
該
不
服
従
が
刑
事
罰
の
対
象
と
な
り
得
る
場
合
に
は
、
自
衛
隊
法
第
九
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
自
衛
隊
法

施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
）
第
百
九
条
に
規
定
す
る
警
務
官
等
が
、
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法

律
第
百
三
十
一
号
）
の
手
続
に
の
っ
と
り
、
捜
査
を
行
う
こ
と
と
な
る
。

こ
の
ほ
か
、
懲
戒
処
分
や
こ
れ
に
対
す
る
不
服
申
立
て
の
手
続
の
中
で
、
当
該
隊
員
の
規
律
違
反
の
事
実
関
係
が
調
査
さ

れ
、
上
官
の
命
令
に
従
わ
な
か
っ
た
当
該
隊
員
の
行
為
が
規
律
違
反
に
該
当
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
判
断
さ
れ
る
。
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